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■ラポルテ市民サービスコーナー　午前10時～午後７時（土・日・祝日は午後５時まで）※11月の休業日は８日・15日（木）　葵ラポルテ市民サービスコーナー　☎31-3130

く ら し

国民年金保険に加入している人へ

控除証明書が届きます

　１年間に納付した国民年金保険料の額を証明する
「社会保険料控除証明書」（はがき）が以下の期間に
日本年金機構から送付されます。年末調整・確定申告
で必要なので、大切に保管してください。

【９月30日までに納付した人】11月上旬
【10月１日以降初めて納付した人】平成31年２月上旬

※国民年金保険料は納付した額の全額が所得税や市
　民税等の社会保険料控除の対象となります。
■問い合わせ　

 ねんきん加入者ダイヤル　☎0570-003-004
 西宮年金事務所　☎0798-33-2944

平成31年度から適用

個人市県民税（住民税）の税制改正

【配偶者控除・配偶者特別控除の見直し】
■ 納税義務者の合計所得金額に応じて、配偶者控除

と配偶者特別控除の控除額が段階的に引き下げら
れます。配偶者控除は、合計所得金額が1,000万円
を超えると受けることができなくなりました。

■配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件が
　緩和されました。
　

■問い合わせ　課税課市民税係　☎38-2016

STOP!!「女性に対する暴力」「児童虐待」「いじめ」

合同街頭啓発キャンペーン

　女性に対する暴力をなくす・児童虐待防止・いじめ
防止について呼びかけ、各相談先がわかるカードを
挿入したティッシュなど配布し、意識啓発や情報提供
を行います。
■日時　11月20日（火）午後４～５時
■会場　ＪＲ芦屋駅ペデストリアンデッキ周辺

法務大臣から委嘱されました

杉江氏・正原氏が人権擁護委員に選任

　人権擁護委員に杉
す ぎ え

江東
はるひこ

彦氏（朝日ヶ丘町在住）、
正
しょうはら

原 好
よ し こ

子氏（朝日ヶ丘町在住）が選任されました。任
期は、平成33年９月30日までです。

自治会連合会主催

平成30年度まちづくり懇談会

　身近なまちづくりの問題について、自治会長や市民
の皆さんで意見交換を行います。
■日時　11月９日（金）午後２時～４時30分
■会場　市民センター 401室
■問い合わせ　芦屋市自治会連合会事務局　☎38-
　2007（市民参画課内）　

未来へと　命を繋ぐ　１８９（いちはやく）

11月は児童虐待防止推進月間

　地域や学校園で「虐待かも…」と思ったら、すぐにお
電話ください。あなたの１本の電話で、救われる子ど
もがいます。
◆児童相談所全国共通３桁ダイヤル　
　１８９（いち　はやく）
◆芦屋市家庭児童相談室ホットライン　☎38-8993
■問い合わせ 

 子育て推進課<家庭児童相談室>　☎31-0643

杉江東彦氏 正原好子氏

平成31年１月21日新センター業務開始

男女共同参画センター  ウィザスあしや移転

　芦屋市役所分庁舎１・２階（精道町8-20）での業務
開始は、平成31年１月21日（月）から。会議室の予約開
始は11月21日（水）からです。
■問い合わせ　男女共同参画推進課　☎38-2023

■問い合わせ　人権推進課　☎38-2055

　平成31年度子育てサポートブック「わくわく子育て」
に広告を募集します。※出生後すぐの訪問時や３歳児
健診時等に配布
■募集期間　11月１日～平成31年１月31日　
■料金　A4サイズ１枠／ 25,000円
　A5サイズ１枠／ 15,000円
■ 申し込み　広告原稿を申込書（窓口配布・ホーム

ページ掲載）に添えて平成31年１月31日（木）まで
に下記へ

■問い合わせ　子育て推進課　☎38-2045

広告を掲載しませんか

「子育て情報誌」に有料広告を募集

１年に１回 体のチェックを！お早めに！

特定健康診査・後期高齢者医療健康診査

　今年度の受診期間は12月８日（土）までです。同時
にがん検診も受けられます。
■会場＆申し込み　市内実施医療機関※特定健康診査は保
　健センターでも受けられます。（定員になり次第締め切り）
■対象　【特定健康診査】　平成30年４月１日現在で
　国民健康保険に加入されている40歳以上の人
　【後期高齢者医療健康診査】　平成30年４月１日現
　在で後期高齢者医療制度に加入されている人
■持ち物　受診券※５月に送付した「特定健康診査
　のご案内」または「後期高齢者医療健康診査のご案
　内」をご覧ください。

■問い合わせ　
　保健センター健康診査担当　☎31-1666

芦屋市   特定健康診査  後期高齢者医療健康診査

健康・福祉・子育て

第38回明るい選挙推進大会・講演会

「選挙はこんなに面白い！」

■日時　11月18日（日）午後２時～３時30分
■会場　市民センター 301室
■定員　先着120人
■講師　畠山 理仁氏（フリーランスライター）
■申し込み　直接会場へ
■問い合わせ　選挙管理委員会　☎38-2100

■問い合わせ　地域福祉課　☎38-2153 ／社会福祉
　法人山の子会　☎23-2324

■問い合わせ　男女共同参画推進課　☎38-2518

　11月12日～ 25日の２週間は「女性に対する暴
力をなくす運動」期間です。全国的に女性に対す
る暴力の根絶を呼びかける運動を展開し、女性
の人権尊重のための意識啓発や教育の充実に取
り組んでいます。

女性に対する暴力をなくす運動

ごみを減らして、地球にやさしく

リユースフェスタ&フードドライブ

■日時　11月16日（金）・17日（土）午前10時～正午・
　午後１時～３時
■会場　環境処理センター・リサイクル棟
■ 内容　粗大ごみとして出た自転車や家具類を修理・

補修し、お譲りします。フードドライブも同時開催
■対象　市民（代理申し込み不可）
■料金　自転車（有料）・家具類（無料）
■持ち物　郵便はがき（62円）
■ 申し込み　自転車と家具類は、１世帯１品目。両方

当選の場合は、どちらかを選択してください。
　※受け取りは、11月30日（金）・12月１日（土）午前10
　　時～正午・午後１時～３時

■問い合わせ　環境施設課　☎32-5391

芦屋市 リユースフェスタ

　新しい被保険者証は、11月上旬から簡易書留郵便
で順次お届けします。

【健康保険が変わったら届け出が必要です】　
　勤務先の健康保険へ加入または脱退したときは必ず保
険課保険係へ届け出をしてください。届け出がないと、保険
料の金額や医療費の支払いに影響が出ます。

■問い合わせ　保険課保険係　☎38-2035
【保険料の未納がある場合】

　被保険者証に代えて、短期被保険者証（４カ月の有
効期限）や被保険者資格証明書（医療費全額自己負担
後、一定割合を返金）を交付することがあります。支払
いが難しい人は、早めに下記窓口にご相談ください。
■問い合わせ　保険課徴収係　☎38-2226

芦屋市 国民健康保険

12月１日（土）から新しくなります

国民健康保険被保険者証

芦屋市　税制改正　配偶者控除

12月１日全館オープン！

高浜町ライフサポートステーション

　障がい、高齢介護、保育園など分野別の事業所や、
どなたでも利用できるカフェ・子ども食堂がオープン

します。施設の概要・サービス利用の申し込みは、ホー
ムページをご覧ください。

高浜町ライフサポートステーション

芦屋市   子育て   有料広告




